
7月22日 7月27日

受　付 告示・閲覧 提案書閲覧

8月7日

住民との
③ 意見交換会

諮問
事業者との

③ 意見交換会
告示から
30日以
内

～9月10日

写しを送付 受付 ④ 意見書 告示から
45日間

答申 審査会意見

審査書

送付 告示・閲覧 閲覧

評価書案

受　付 告示・閲覧 閲覧

住民との 事業者との

⑨ 意見交換会 諮問 ⑨ 意見交換会

写しを送付 受付 ⑩ 意見書

見解書

⑪ 見解書 受付 告示・閲覧 閲覧

答申 審査会意見

市長意見書

送付 告示・閲覧 閲覧

評価書

受　付 告示・閲覧 閲覧

事後調査計画書

受　付 告示・閲覧 閲 覧

事後調査報告書

受　付 告示・閲覧 閲 覧

諮問

答申 審査会意見

① 環境取組事項
検討

⑤
 

質
問
書
へ
の
回
答
（

逐
次
）

⑥ 審査書

⑮ 事後調査報告書

市

(仮称)江坂計画
環境まちづくり影響評価条例手続進捗状況

環境まちづくりガイドライン

技　術　指　針

環
境
の
お
お
よ
そ
の
状
況
を
調
べ
、

環
境
へ
の
取
組
事
項
を
検
討
す
る
と
と

も
に
、

調
査
・
予
測
・
評
価
す
る
項
目
を
絞
り
込
み
ま
す
。

⑤
 

事
業
者
へ
質
問
書
提
出
（

⑩
の
意
見
書
提
出
期
限
ま
で
）

      調査
  ⑦ 予測
      評価

⑭ 事後調査計画書

告示から
45日間

提
案
書
の
手
続

② 提案書

住　民　等

環境影響評価審査会

環境影響評価審査会

事 業 者

告示から
30日以

内

⑧ 評価書案

必要に応じて、追加の取組など対応を求める

予
測
ど
お
り
か
調
査
し
、

必
要
に
応
じ
て
、

環
境

へ
の
追
加
の
取
り
組
み
を
検
討
し
ま
す
。

事後調査

事
業
実
施
後
の
手
続

⑬ 評価書

８月29日
（第1回全体会）～

詳
し
い
調
査
や
予
測
・
評
価
を
し
た
結
果
か
ら
、

追
加
が

必
要
な
環
境
へ
の
取
組
内
容
を
検
討
し
ま
す
。

環境影響評価審査会

評
価
書
案
・
評
価
書
の
手
続 ⑫ 市長意見書

資料2


